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特別徴収とは

　※給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に普通徴収である旨の記載がな

　　給与支払者が毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない市民

　　く、かつ乙欄・退職欄のどちらにも丸やチェックの付いていないものにつ

　税・県民税を、６月から翌年５月まで１２回に分割して給与から差し引き、

　　いては特別徴収となります。なお普通徴収へ切替えを希望される場合は、

　納税者に代わってその税額を納入していただく制度です。

　　手引き３ページの異動届出書をご提出ください。

特別徴収義務者及び特別徴収税額の納入

　　納期限までに完納されない場合は、納期限の翌日から完納の日までの日数

　に応じ、法律の定めるところによって延滞金が徴収されます。

特別徴収税額の変更

　　納税者の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「市民税・県民税・森林環境

　税特別徴収税額変更通知書」を送付しますので、変更後の月割額にて徴収し

　納入してください。

なお、納入書は、裏面記載例を参考に税額を訂正して使用してください。

税額の変更後の納入書は送付しておりません。

納税義務者が退職その他異動したときの手続き等

　※年金収入がある場合、特別徴収への切替えができない場合があります。

１．「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出について

　　退職・転職等の異動が発生した場合には、異動届出書を翌月の１０日まで

　に提出してください。異動届出書の提出が遅れますと、督促状が送付される

　場合があります。また、納税者への納税通知書の交付が遅くなりますので、

　速やかに提出してください。

　深いご理解とご協力をいただいておりますことを厚くお礼申し上げます。

森林環境税特別徴収税額変更通知書」をご確認ください。

令和８年度 特別徴収事務の手引き
令和８年度市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

なお、異動届出書の提出日によっては、今回送付した通知に反映できて

　　市民税・県民税・森林環境税の特別徴収につきましては、日頃から皆様方の

いない場合があります。その場合は、次月に送付される「市民税・県民税・

　　さて、令和８年度について、貴事業所を特別徴収義務者に指定し、その取

　※すでに異動届出書をご提出された場合でも、５月に送付した「市民税・県民

　扱いをお願いすることになりました。

　　税・森林環境税特別徴収税額決定通知書」に反映できていない場合があり

　　つきましては、関係書類を送付いたしますので、ご協力を賜りますようお

　　ます。その場合は、６月中旬に送付される「市民税・県民税・森林環境税

　願いいたします。

　　特別徴収税額変更通知書」をご確認ください。

２．中途退職者の一括徴収にご協力をお願いします。

　　なった場合、未徴収税額の一括徴収が義務付けられています。（地方税法

　　第３２１条の５第２項）

　・１月１日から４月３０日までの間に、退職等により特別徴収ができなく

　　れば一括徴収することができます。

３．中途就職等による普通徴収から特別徴収への切替え

　・６月１日から１２月３１日までの間の退職等についても、本人の希望があ

　生じた場合は、「特別徴収切替届出（依頼）書」を提出してください。

　　中途就職等により、普通徴収から特別徴収への切替えを希望する納税者が

　　特別徴収義務者の所在地・名称等に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者

　の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

４．特別徴収義務者の所在地等に変更が生じた場合

様式のダウンロードが記載されていますので、ご覧ください。

※異動届出書等は、複写して使用してください。

※藤沢市ホームページにも特別徴収に関する記事や届出書等の

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/tokucho.html

―裏面もご覧ください―

※普通徴収の納期が過ぎている場合は、特別徴収への切替えができません。

納期未到来の納付書は特別徴収への切替えができますが、納期が過ぎてい

る納付書や過年度の納付書はそのまま普通徴収の方法で納付するように納

税者の方へお伝えください。

　地方税法第４１条、第３１９条及び第３２１条の４第１項並びに藤沢市市税

条例第２０条第１項の規定によって指定を受けた給与の支払者は特別徴収義務

者となります。指定を受けた場合、納税者に係る特別徴収税額の月割額を給与

の支払いをする際に徴収し、その合計額を翌月１０日までに納入してください｡
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給
与
支
払
者

市町村使用欄特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

所在地
（住 所）

〒　　　　　　― ※ 届出時点での所在地・名称を記入してください。

名   称
（氏 名）提出

藤沢　市長 法人番号

令和

）
（

特
別
徴
収
義
務
者

年 月 日

※市町村ごと
に異なります

係

特別徴収義務者

指 定 番 号

◆　誤読を避けるため、必ずフリガナを記入してください。
変更年月日 令和　　　　 年　　　　 月　　　　 日◆　法人の代表者の変更のみの場合は、提出不要です。

担当者
連絡先

（宛先）

氏名代表者の
職氏名

電話 　　　　　　　―　　　　　　　 ―

事         項 変　更　前　（　旧　） ※ 変更項目のみ記入してください。 変　更　後　（　新　） ※ 変更項目のみ記入してください。

フ  リ  ガ  ナ

所   在   地
（送   付   先）

〒　　　　　　― 〒　　　　　　―

フ  リ  ガ  ナ

名         称

電 話 番 号

法 人 番 号

　　　　　　　　―　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　―　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　

（ 該当番号に○ ）

変 更 理 由

  １．指定番号を新規に取得する。

※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

  ２．統合・合併先の指定番号を使用する。

　※合併により給与事務を統合できない場合は、合併先とは別の指定番号を新規
　　 に取得する必要があります。（上記１を選択のこと）
　※法人成り、個人事業化、個人事業主の事業の承継（変更）の場合は従前の指定
　　 番号を継続して使用することができません。（上記１を選択のこと）
　※分割等により法人番号が変更となった場合、社名に変更がなくても、従前の指定
　　 番号を継続して使用することはできません。（上記1を選択のこと）

【提出先】　〒２５１―８６０１　　藤沢市朝日町１番地の１　　藤沢市役所　市民税課

統
合
・
合
併
・
分
割
後
の
指
定
番
号

※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

※市町村ごと
に異なります指定番号

備　　考　　欄

内線　　　　　　　　　 内線　　　　　　　　　

１．事務所等移転（登記の変更あり）  ２．送付先変更（登記の変更なし）  ３．社名（名称）変更  ４．法人成り  ５．個人事業化  ６．給与事務の統合【下欄を記入してください。】 

７．合併による変更 【下欄を記入してください。】　８．分割による変更  ９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   　　　　　　）
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◎異動があった場合は、速やかに提出してください。期限�異動があった月の翌月��日

給与支払報告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

異動後の
住 所

１月１日
現在の住所

年

月

受給者番号

給

与

所

得

者

フリガナ

氏　名

個人番号

生年月日 昭和・平成・令和　　 年　　 月　　 日

藤沢市長 

令和　　年　　月　　日提出 
氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

住所（居所）
又は所在地

〒

フリガナ
連

絡

先

担

当

者

所 属

氏 名

特別徴収義務者
指　定　番　号

宛 名 番 号

（ア）
特別徴収税額
（年税額）

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 )

理

由

異  　動
年 月 日

異 の未徴収

税

動後

額の徴収方法

日
円 円 円

内線（　　 　　）電 話

徴収済額
（イ）

未徴収税額
（ア）－（イ）

（ウ）
異　動　の　事　由

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

３．普通徴収の場合

右から
番号を
記入

※

市
町
村
記
入
欄

【提出先】　〒251―8601　　藤沢市朝日町1番地の1　　藤沢市役所　市民税課

月から

月まで

月から

月まで

事由・理由

退  　職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定期
合 併 ・ 解 散
住 所 誤 報
そ の 他

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．

←個人番号の記載に当たっては、

　左端を空欄とし右詰めで記載

１　

黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２　

「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３　

転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　

新
勤
務
先
で
は
「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
の
欄
の
事
項
を
記
載
し
、
該
当
年
度
の
一
月
一
日
時
点
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
宛
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４　

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

御
注
意

円

２．一括徴収の場合

理

由

徴収予定月日 徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

　　　月　　　日

      月分（翌月10日納入期限分）で

左記の一括徴収した税額は、

納入します。
右から
番号を
記入

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

特別徴収義務者
指　定　番　号

個人番号
又は法人番号

〒

フリガナ

１．特別徴収継続の場合

氏名又は名称
内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

受給者番号
右から
番号を
記入

新規（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名

電
話

住所（居所）
又は所在地

新しい勤務先では

※記載がない場合は、通知書発送日に合わせて本市
　で設定いたします。

から徴収し、納入します。

月割額　　　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）
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市町村使用欄　　　　特別徴収切替届出（依頼）書

給
与
支
払
者

（ 所在地
（住 所）

〒　　　　　　―

（宛先）

提出

令和

年 月 日 特
別
徴
収
義
務
者

藤沢　市長 ）

電話 　　　　　　　―　　　　　　　 ―法人番号

担当者
連絡先

係

氏名代表者の
職氏名

※市町村ごと
に異なります

 新規の場合、納入書 （　要　・　不要　）フリガナ

名　 称
（氏 名）

特別徴収義務者

指 定 番 号

給
与
所
得
者

フ リ ガ ナ 旧　　姓

普 通 徴 収
切 替 期 別

　期別を○で囲んでください。

氏　　　　名
〔 　１　・　２　・　３　・　４　・　随時１　〕 期  以降を切替希望

　※ 普通徴収の納期限を過ぎたもの、及び随時期2期は

生 年 月 日 　　昭和・平成・令和　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　
　　　特別徴収への切替ができません。

特 別 徴 収
開始予定月

１月１日現在
の　住　所

〒　　　　　―

現在の住所

〒　　　　　― ※ １月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月　 割　 額
の　 通　 知

　３．　６５歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に切替えることはできません。

【提出先】　〒２５１―８６０１　　藤沢市朝日町１番地の１　　藤沢市役所　市民税課

【 添付書類 】

　１．　普通徴収の納付書　（二重納付防止のため、残りの納付書（納期未到来分）を添付してください。）

　　　  ※ すでに納付済みの領収証書や、納付書が届いていない・紛失した場合は添付不要です。

【 注意事項 】

　１．　普通徴収の納期限を過ぎたもの及び過年度のものは、特別徴収への切替えができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

　２．　藤沢市からの特別徴収税額通知書の発送は、この申請を受領した日より最大で約１か月半後となります。特別徴収の開始月は、特別徴収税額変更通知書発送予定日（詳しく

はHP参照）と貴事業所の給与計算締切日等を考慮し、余裕をもって設定してください。

　４．　普通徴収の納期限は、第１期：６月末日、第２期：８月末日、第３期：１０月末日、第４期：１月末日、随時期１期：２月末日です。

　　　  ※ 月末が土日の場合は、翌開庁日となります。 ※随時期２期は、特別徴収に切替えることはできません。

※ 余裕をもって設定するようお願いいたします。
　　記載がない場合は、通知書発送日に合わせて本市で設定いたします。

月分 （　　　　　月　　　　　日納期分）
 から特別徴収を開始します｡

届 出 理 由  １．入社　　　２．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

受給者番号

　必要な場合は、提出日から10日以上先の日付をご記入ください。

 　　　　　　月　　　　　日　までに通知書が必要
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12 31

31

 

 

      1012 31

■異動届出書の書き方■

⑯税額決定・変更通知書の ｢指

定番号｣ 欄の番号を記入して

ください。

⑥給与又は退職手当等で一括徴収

する予定額を記入してください。

なお、この金額は上記（ウ）

未徴収税額と同額になります。

⑦一括徴収した税額

を何月分で納入さ

れるかを必ず記入

してください。

⑧ ⑬で ３．普通徴収 を選択

した場合は、「３．普通徴

収の場合」欄に該当する

番号を記入してください。

⑨特別徴収税額決定・変更通知書の「特別徴収税額」欄の

金額を記入してください。なお、年度途中において税額

変更通知書を受けた人については税額変更通知書の「変

更後の特別徴収税額」欄の金額を記入してください。

①給与の支払いをうけな

くなった後の住所を記

入してください。な

お、１月１日現在の住

所と同じ場合は同上と

記入してください。

④ ｢２．一括徴収の場合｣

欄に該当する番号を記

入してください。

⑤一括徴収を徴収する予

定年月日を記入してく

ださい。

②藤沢市がすでに指定し

ている場合には、その

指定番号を記入してく

ださい。

新規の場合は新規に〇

してください。

③転勤等により新勤務先

で引き続き特別徴収を

希望される場合は、

新勤務先の名称及び必

要事項を記入してくだ

さい。月割額が不明で

も、徴収開始月は必ず

記入してください。

⑮税額決定・変更通知書の ｢宛

名番号｣ 欄の番号を記入して

ください。

⑭この届出書について応答され

る人の係名等を記入してくだ

さい。

⑫異動の事由に該当する番号を

記入してください。

⑪（ア）の特別徴収税額から

（イ）の徴収済額を差し引い

た金額を記入してください。

⑩異動した人の特別徴収税額を

何月分から何月分までいくら

徴収したかを記入してください。

⑬異動後の未徴収額の徴収方法

に該当する番号を必ず記入し

てください。　

⑩

⑪

⑫

⑮
⑯

②

③

④
⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨
⑬

①

⑭

③

◎記載例をご確認いただき、漏れの無いよう必要事項のご記入をお願いいたします。
※異動届出書、所在地・名称変更届出書、特別徴収切替届出（依頼）書はコピーしてお使いいただけます。
　また下記ＨＰよりダウンロードしてお使いいただけます。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/jigyosha/shikenminze/tokucho_shinseisyo.html
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１．給与所得控除の見直し

令和７年度までは給与収入金額１６２万５千円以下の方の給与所得控除額

が５５万円でしたが、令和８年度からは給与収入金額が１９０万円以下の方

の給与所得控除額が６５万円になります。

２．特定親族特別控除の創設

年齢１９歳以上２３歳未満の親族（配偶者・青色事業専従者等を除く）の

合計所得金額が５８万円超〜１２３万円以下（給与収入で１２３万円超〜１

８８万円以下）の場合、令和８年度から「特定親族特別控除」の適用を受け

ることができます。

３．扶養親族等に係る所得要件の引上げ

令和７年度までは扶養控除が適用される親族の合計所得金額が４８万円で

したが、令和８年度からは５８万円になります。

※なお、所得税については基礎控除の改正がありますが、個人市県民税につ

いて基礎控除の改正はありません。

令和７年度税制改正について

お問い合わせ先

一括徴収できない場合もしくは次の勤務先で特

別徴収をするか不明な場合は　３．普通徴収　を

選択してください。

※１．特別徴収継続を選択する場合は 「１．特別

徴収継続の場合」 欄へ転勤 （転職） 先の特別

徴収義務者が記入してください。

給与所得者異動届出書記載例（一括徴収の場合）

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/

zekin/shimin/tuhcidate2.html

特別徴収税額通知書の電子データでの受け取りにご協力
ください。

給与支払報告書をｅＬＴＡＸで提出した場合、特別徴収税額通知書（正本）を

電子データで受け取ることができます。次のいずれかを選択できます。

【特別徴収義務者用】

①紙（正本）を郵送で受け取る　②電子データ（正本）をｅＬＴＡＸで受け取る

【納税義務者用】

①紙（正本）を郵送で受け取る　②電子データ（正本）をｅＬＴＡＸで受け取る

（注意）

・電子データでの受け取りを選択した場合は、書面による通知の発行はでき

ません。

・特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ受取方法を選択できます。

・受取方法の変更をご希望の場合は、藤沢市ホームページに掲載しております

「特別徴収税額通知の受取方法変更届」をご提出ください。

特別徴収税額通知の電子化について

〒２５１－８６０１

神奈川県藤沢市朝日町１番地の１

●事務の手続き・退職所得に関すること・・・藤沢市役所市民税課

●納入書・納税に関すること・・・・・・・・藤沢市役所納税課

TEL ： ０４６６ （２５） １１１１ （代表）
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神奈川県藤沢市 （特別徴収）領収証書◯公
市区町村コード
１ ４ ２ ０ ５ １ 藤沢市会計管理者

年 月分 円

　納入すべき金額が右の納入

金額　の欄の金額と異なると（１）

きは、納入金額　の欄を横線（１）

入してください。

で抹消し納入金額　の欄に記（２）

納期限 年 月 日

納

入

金

額

　（２）

給与分
一括徴収
分を含む（ ）

延滞金

退　職
所得分

億 千 百 十 万 千 百 十 円

（特別徴収義務者）〒

名　称

氏　名

所在地

住　所

様

領

収

日

付

印

（納入者保管）

口　座　番　号 加 入 者 名

指 定 番 号

合計額

上記のとおり領収しました。

００２４０－０－９６００２６

延滞金

納

入

金

額

　（２）

入してください。

〒（特別徴収義務者）

名　称

氏　名

所在地

住　所

納期限 年

領

収

日

付

印

様

合計額

日月

　納入すべき金額が右の納入

金額　の欄の金額と異なると（１）

きは、納入金額　の欄を横線（１）

で抹消し納入金額　の欄に記（２）

月分

１

年

５０２４１
市区町村コード 加 入 者 名

円

藤沢市会計管理者

千

所得分
退　職

分を含む
一括徴収

給与分

（ ）

億 十百 万 百千 十

００２４０－０－９６００２６
指 定 番 号

口　座　番　号

円

◯公神奈川県藤沢市 納入書
振替の請求に使用する欄

払出請求人印

※
日 計

口
円

※印は郵便官署において使用する欄です。

上記のとおり納入します。 （金融機関保管）

口　座　番　号
００２４０－０－９６００２６

市区町村コード
４ ２ ０ ５ １ 藤沢市会計管理者

加 入 者 名
１

◯公神奈川県藤沢市 （特別徴収）納入済通知書

合計額

延滞金

給与分
一括徴収
分を含む

退　職
所得分

納

入

金

額

　（２）

（ ）

領

収

日

付

印

（特別徴収義務者）〒

名　称

氏　名

所在地

住　所

千億 百 百万十 千 十 円

月分年 指 定 番 号

納入金額　（１）

納入金額　（１）

円

納期限 日月年

　納入すべき金額が右の納入
金額　の欄の金額と異なると（１）
きは、納入金額　の欄を横線（１）
で抹消し納入金額　の欄に記（２）
入してください。　　　　　

取 り ま と め 店

（〒２２４－８７９４）

上記のとおり通知します。 金融機関→藤沢市役所（保管）

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金
額
に
￥
の
記
号
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

様

ゆうちょ銀行　横浜貯金事務センター

納入金額　（１）

ＩＤ

（特別徴収） 払出口座番号 番

又　は

又　は

又　は

又　は

又　は

又　は

個人市民税
個人県民税
森林環境税

個人市民税
個人県民税
森林環境税 森林環境税

個人県民税
個人市民税

51
53
85
a-
1-
28
73
81

藤沢市長

令和　　年　　月　　日　提出

退 職 手 当 等 支 払 金 額

特 別 徴

収 税 額 県 民 税

市 民 税

令和　　年　　月分 人員 人

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

名 称

所 在 地

法人番号

個人番号

　地方税法第５０条の５及び第３２８条の５第２項の規定により上記

金融機関→藤沢市役所（保管）

さ が み 農 業 協 同 組 合

か な が わ 信 用 金 庫

静 岡 銀 行

ス ル ガ 銀 行
横 浜 銀 行

中 央 労 働 金 庫
城 南 信 用 金 庫
湘 南 信 用 金 庫

横 浜 信 用 金 庫

き ら ぼ し 銀 行
静 岡 中 央 銀 行
神 奈 川 銀 行

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

（郵便局）※で取扱います。
栃木・群馬及び山梨）に所在するゆうちょ銀行
１都７県（神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城・

（納　入　者　保　管）

　納入書に添付してください。　　　　　　　　　　　
　場合は所定の「ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書」を
梨に所在するゆうちょ銀行（郵便局）以外で納入する

※神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬及び山

納入申告書市 民 税
県 民 税

のとおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。

（受付印）
特
別
徴
収
義
務
者

＜取扱金融機関＞

氏 名 又 は

住 所 又 は

（金融機関保管）

又は

Ｓ Ｂ Ｉ 新 生 銀 行
東 京 ス タ ー 銀 行

一部取扱っていない本支店があります。また、

詳細は各金融機関にお問い合わせください。
変更される場合があります。最新情報及び

51
53
85
b-
1-
28
73
81

■納入書の記載のしかた■
　【退職所得に係る市民税・県民税を納入する場合】

　　※納入書の裏面に申告書があります。

251-0054
藤沢市朝日町１－１

（株）フジサワシ

４ ５ ０ ０ ０ ０ ０

1

８ 12 ６

８ 11

１ ２ ４ ６５３ ７ ８ ０ ２１９ ３

６ ７ ０ ０

４ ５ ０ ０

令和 8 11 80000011

１ ５ ０ ０００

１ ６ ２ ００１

１ ２ ００１

令和 8 12 10

251-0054
藤沢市朝日町１－１

（株）フジサワシ

給与分・退職所得分・

延滞金の合計金額を必

ず記入してください。

退職・転勤・一括徴収・税

額変更等により、納入金額

に変更がある場合は、納入

金額(1)の欄の金額を＝（二

重線）で消して、下記の納

入金額(2)の欄に変更後の金

額を記入してください。

退職所得に係る市民税・県

民税がある場合はその合計

額を記入してください。

（裏面の退職所得の市民

税・県民税納入申告書も

必ず記入してください。）

延滞金が発生した場合、そ

の金額を記入してください。

延滞金がない場合は、ここ

に金額を記入しないでくだ

さい。

予備の納入書を使用する場

合は、必ず年・月分と指定

番号を記入してください。

※修正の結果、納入書の金額が不鮮明な場合は、予備納入書を使用してください。

※訂正印の押印は不要です。

※納入書は、三連になっていますので、３枚とも同様に記入してください。

●納入書に特別徴収税額を印刷してあります。
税額変更等により納入書の内容を変更する際には下記の例を参考に
していただけるようお願いいたします。

100,000

法人番号を記入し

てください。

個人事業主の方は

空欄のままで提出

してください。

退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収
　この税額の求め方は次の計算式によって算出し、算出された所得割額は、退職
手当等の支払いのあった月の翌月１０日までに同封の納入書により金融機関等へ
納入してください。

退職所得に係る市民税・県民税額の算出方法について
（退職手当等の収入金額－退職所得控除額　※１）×１／２　※２
　　　　　　　　　　　＝退職所得の金額（１,０００円未満端数切捨て）
　退職所得の金額×６％＝市民税（１００円未満端数切捨て）
　退職所得の金額×４％＝県民税（１００円未満端数切捨て）
※１　退職所得控除
・勤続年数が２０年以下の場合
　４０万円×勤続年数（８０万円未満のときは８０万円）
・勤続年数が２０年を超える場合 
　８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）
※２　１／２の適用については、下表のとおり

１／２の適用あり

１／２の適用なし

１／２の適用あり

１／２の適用なし

－
５年以下

５年超

役員等

勤続年数

従業員

１／２の適用あり

退職手当等の収入金額から
退職所得控除額を控除した
残額：３００万円以下の部分

退職手当等の収入金額から
退職所得控除額を控除した
残額：３００万円超の部分
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年 月 日

支　店　長　様　　

郵　便　局　長　様

藤　沢　市　長

　　口　座　番　号 　　　００２４０－０－９６００２６

　　加　入　者　名 　　　藤沢市会計管理者

　　取りまとめ店 　　　（株）ゆうちょ銀行

　　　　横浜貯金事務センター

ゆ※ うちょ銀行（郵便局）で納入する場合について

　　神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬及び山梨の各都県以外の

　ゆうちょ銀行（郵便局）を利用される場合は、第１回目の納入の際に、下記

（株）ゆうちょ銀行

　の指定通知書に日付及び支店（局名）を記入の上、ゆうちょ銀行（郵便局）

　に提出してください。

　　なお、前年度に利用されているゆうちょ銀行（郵便局）を変更する場合は、

　再度指定通知書を変更後のゆうちょ銀行（郵便局）に提出してください。

　店・局に指定したので通知します。

ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書

　　貴店・局を地方税法第３２１条の５第４項の規定により、

当市の市民税・県民税・森林環境税（特別徴収税額）取扱

　　鈴　木　　恒　夫

検 索エルタックス

給与支払報告書、異動届出書等の提出及び納税は、eＬＴＡＸ
（エルタックス）をご利用ください

　ｅＬＴＡＸを利用すると、複数の自治体に行う地方税の電子申告・納付

が、オフィスや自宅などで一括手続きができます。

　また、利用者ＩＤなどを共有いただくことで、関与税理士が電子申告を

行った場合でも、法人側でダイレクト納付などを通じて電子納付すること

も可能です。

　ＰＣｄｅｓｋ（ｅＬＴＡＸ対応ソフトウェア）をダウンロードした上で

利用できます。

　詳しい内容や手続きについてはｅＬＴＡＸのホームページをご覧くだ

さい。

◎ｅＬＴＡＸ

・ホームページアドレス　　https://www.eltax.lta.go.jp/

店頭窓口で納入可能な金融機関一覧

横浜銀行・スルガ銀行・三菱UFJ銀行・静岡銀行・東京スター銀行・

神奈川銀行・静岡中央銀行・きらぼし銀行・SBI新生銀行・横浜信用金庫・

かながわ信用金庫・湘南信用金庫・城南信用金庫・中央労働金庫・さがみ

農業協同組合・ゆうちょ銀行（郵便局）

　上記金融機関の店舗によっては、取扱いが異なる場合があります。詳細

は各金融機関にお問い合わせください。
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